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最高裁判所事務総局広報課長山崎敏充

､r)
下級裁ホームページ掲載原稿の作成等について（事務連絡）

標記の原稿を作成し，提出するについての留意事項等を，別添のとおり送付しま

すから，原稿作成担当者等必要な範囲で配布して，下級裁ホームページの公開に支

障が生じないよう準備してください。

添付書類

1 下級裁ホームページの運用について（主要判決速報掲載判決の仮名処理基準を

含む。 ）

2下級裁ホームページ掲載原稿作成等についての留意点（主要記事ごとの作成上

のポイントを含む。 ）

3下級裁ホームページ掲載原稿提出等についての留意点

4下級裁ホームページ掲載原稿入力用フォーム等について
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(13.11.1広印）

下級裁ホームページの運用について

1 ホームページの仕組み

（1）最高裁判所において開設しているインターネットホームページの中に，下級

裁判所専用のホームページの枠を設け，下級裁判所のホームページを作成する。

（2） 下級裁判所のホームページは，高等裁判所については単独で，地方裁判所及

び家庭裁判所については合同で設置するのを原則とする。地方裁判所と家庭裁

判所の分割については，運用の状況を見ながら，各庁の意見も踏まえて検討し
ていく。

（3） 下級裁判所のホームページの管理運営（記事の掲載，外部からの問い合わせ

等を含む。 ）は，基本的に下級裁判所の裁量，創意工夫にゆだね，各庁におい

て総務課を主管課とした責任体制を構築する。地方裁判所及び家庭裁判所につ

いては，各庁の総務課間で連携をとる。

なお，開設時の記事内容については，最高裁判所の関係局課で誤記等の有無

を確認するが，間違いでない限り各庁の判断を尊重して修正を求めないことど
・する。

（4）最高裁判所においては，広報課及び総務局制度調査室が下級裁ホームページ

のサポート事務を行う。

なお，下級裁ホームページの公開に向けて，掲載記事（広報課担当）及びシ

ステム面（総務局制度調査室担当）のそれぞれの観点からの運用要領を作成し
て示すこととする。

2 ホームページの掲載事項について考慮すべき視点

(1) 国民のニーズの有無

く2）裁判所からの情報発信としての有効性

（3）裁判所の執務への支障 ．
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（4）プライバシー保護

（5）裁判所の公平性及び中立性の観点からの配慮

（6）掲載及びメンテナンスのための事務負担及びコストー

｡(7)最高裁ホームページと下級裁ホームページの役割分担

3掲載項目及び内容 、

以下の項目及び内容について，各庁の判断で掲載可能である。ただし，主要判

決速報については，掲載すべき判決等があるときには必ず掲載する。

（1） アクセス情報

ア裁判所の所在・アクセス案内（地図及び文字情報）

イ電話番号･FAX番号案内

窓口となる総務課のFAX番号については電話番号と同様に掲載可能であ

逆

る。

ウ庁舎案内

警備等の事務に支障のない範囲で掲載可能である。

(2)裁判所の紹介（統計・職員数等） ，

組織や統計については，データブック2001の内容やSSDBSによるデ

ータを基本に，裁判所にとって支障のない範囲で掲載可能である。人員につい

ては，当分の間求意見を経た上で掲載可能である。

(3)所長（長官）の紹介

写真及び経歴について，最高裁判所判事と同様の範囲で掲載可能である。た

だし，それ以外の裁判官，一般職調停委員，司法委員，参与員等は，プライ

バシーの保護や警備等執務上の支障などの問題から，掲載しない扱いとする。

(4) 法廷担当一覧

各部の裁判官名（兼務等は特定しない。 ） ，開廷予定曜日等が掲載可能であ

る。

(5)手続案内
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ア総合手続案内（事物管轄，土地管轄等を含む。 ）

イ民事（通常，保全，執行，破産） ，家事等手続案内

ウ刑事，少年手続説明（一般的なもの。検察審査会も含む。 ）

エ競売情報（入札手続案内）

オ簡裁手続（少額・督促等）

一般的な手続案内については，最高裁ホームページの内容を充実させて，

各庁がリンクをはって利用できるようにする。ただし，各庁の取扱いなどの

詳細な情報などについては，内容が正確である限り，更に各庁において創意

工夫することは差し支えない。

(6) 書式例（添付すべき書面の説明を含む。 ）

ア民事（訴状，答弁書，執行停止，担保取消等）

イ競売（申立書記載要領，入札書，引渡命令申立書等）

ウ破産（各種申立書（現在窓口にそろえてあるもの）等）

エ家事（現在FAXサービス等で提供中のもの等）

オ簡裁（少額，督促，調停等）

(5)と同様に，定型書式を中心に最高裁ホームページにおいて掲載するもの

を各庁でリンクをはって利用できるようにする。ただし，アからオまでに記

載の書式等について，内容が正確である限り，各庁において，いわゆるロー

カルルール的な側面も含め創意工夫することは差し支えない｡

(7) お知らせコーナー

ア裁判所見学案内．

イ裁判所主催の講演会案内、

ウ庁報記事の掲載

従来の庁報記事は部内配布を念頭において記事等が作成されているので，

外部広報の観点から再検討した上，掲載することも‘可能である。
エ検察審査会の制度説明

逆
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オ法廷通訳関係情報（制度説明，導入説明会の説明，法廷通訳セミナーの開

催案内等）

(8) 主要判決速報

ア民事及び刑事の判決について判決速報を掲載する（家事審判等非公開手続

によるものは掲載しない。 ） 。掲載すべき下級裁判所の判決の選定について

は下級裁判所の判断によるものとする。

イ選定基準の目安は，①社会における紛争解決の参考となるようなもの又は

②公害訴訟や行政訴訟のように地域住民の利害など公共の利益にかかわるも

ので，判例タイムズや判例時報に掲載されるものよりもやや広めのものとす
、

Y
る。

また，刑事事件については，プライバシーについて高度の注意を要すると

ともに，掲載により被害者感情を著しく害するものや模倣性の高いものなど

の特殊性に配慮する必要がある。

ウ判決の選別がある程度統一されるよう， しかるべき担当裁判官を指名する

など責任体制を構築する。運用として，選定主体が部中心になることは差し

支えない。

支部の判決の掲載については， 当該支部において選定し，本庁の委員会等

に諮ることとする。

エ選定された判決について， 当該判決をした裁判官の所属する部による仮名

処理を行う。

（ｱ）仮名処理の範囲

別添「下級裁ホームページ「主要判決速報」掲載判決の仮名処理等の基

準について」のとおり

（ｲ）仮名処理の担当者

具体的な部内での作業主体については各部の協働態勢にゆだねる。

オ判決に添付してある図面又は物件目録，刑事判決における証拠の標目など
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は，判決本文の意味内容の理解に不可欠でない限り，適宜掲載を省略して差

し支えない。

力掲載の時期は；各庁の掲載状況及び速報性の趣旨に照らし，各庁において

適宜判断する。

キ掲載の期間としては，別途設ける一定の基準による。

ク判決の要旨は，公正で正確な報道の担保のために司法行政上の便宜供与と

して事務局が作成し報道機関に交付するメモであり，すべての判決で作成

するものではない点を考慮すると， 当面は掲載しない扱いとする。

ケ最高裁ホームページとの連動

本コーナーは，速報であり，検索機能は持たせない。ただし，その判決を

集約したデータベースを最高裁判所のホームページに設置することとし，下

級裁判所においてホームページに判決をアップロードする際，最高裁判所の

下級裁判決データベースにも同時にアップロードされるシステムとする。

(9)採用試験情報
グ

各庁独自の採用試験に関する情報（正規試験の試験場所等の独自情報選考
f

採用試験鶏独自試験の情報等）等が掲載可能である。

⑩傍聴券交付情報

MADR(裁判所外の紛争解決機関）の案内

裁判所の窓口へのADRのパンフレットの備置き依頼に対する対応と同様の

考慮を行った上，掲載することも可能である。具体的には，①当該ADRに公

共性が認められること，②有償のもののみを紹介する形とならないこと，③紛

争の一方当事者を支援する形態のものについては， 当該紛争類型が社会問題と

して広く認知され，内容や体裁が過度に一方当事者に傾向したものや政治的な

ものでないこと，④裁判所の政策と混同されないこと，⑤あくまでADRのう

ちの一つであり，裁判所が積極的に利用を勧めているとの誤解を与えないなど

の配慮が必要である。

丁
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4掲載が適当でない項目

（1）事件関係情報

ア開廷期日情報

現時点では見合わせる。将来的には，裁判事務処理システムの導入に合わ

せて掲載を検討する。

イ破産手続情報

Iｱ）破産・免責一覧

財務省印刷局による官報のインターネット配信と競合するので，掲載し

ない扱いとする。

（ｲ）破産手続進行状況

非公開であり，掲載しない扱いとする。

ウ不動産競売手続情報

新聞広告依頼用のデジタルデータを利用するなど， あまり事務負担のない

形による方法が可能であれば売却物件情報や入札結果情報を掲載することも

検討したが，基本的には裁判所サイドにはそのまま利用できるデジタルデー

タがないようであるから，新たに掲載データを作成する場合は，相当の事務

負担が生じることが予想される。

また，民事局において，近い将来という前提で，いわゆる「3点セットj

とともにインターネットによる公開システムを検討中とのことであるので，

掲載は見合わせる。

エ掲示板掲示情報（公示送達等）

掲載のニーズがなく，掲載しない扱いとする。

(2)広報関係情報

裁判所に対する意見を募ることについては，裁判所の掲示板（書き込み自由

なスペース）を設置する方法や， メールアドレスを掲載してメールを募る方法

が考えられる。しかし，前者にあっては，掲載不相当と考えられる悪質な書き

r
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込みを24時間態勢で監視することは不可能であり，後者についても，外部か

らのメールを処理する事務量を考えると，いずれも問題がある。以上から，現

時点では難しいといわざるを得ない。ただし，特に後者については，近い将来

の実現を見据えての研究課題である。

Y
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(別添）

下級裁ホームページ「主要判決速報」掲載判決の仮名処理等

の基準について

1 下級裁ホームページの「主要判決速報」の判決公開（掲載）部分について

民事事件と刑事事件の判決の主文以下の部分とする。判決冒頭の当事者の表示

欄（別紙で引用した場合の当事者目録も同じ）は，公開の対象外である。

刑事事件における証拠の標目については，記載を省略する。 ．

2主文以下の部分における仮名処理基準について

（1）個人名

個人名は，原則として，通称，通名，芸名，雅号等を含め，仮名処理する。

ただし，検察官及び当該事件の訴訟代理人であることが明らかな弁護士の個人

名については，仮名処理しない。裁判例の本文部分の末尾に記載されている裁

判官の個人名については，仮名処理しない。

（2）法人その他の団体桑

民事事件は実名とし，刑事事件は仮名処理をする。民事事件，刑事事件とも

国，地方公共団体その他公的機関の長は仮名処理する（個人と同様に扱う。 ） 。

（3）地名

市，郡，東京都の特別区より小さい行政区画，地番等については，原則とし

て仮名処理をする。

3仮名処理の方法（文字の置換え方法）

（1） 氏名，名称

当事者，代理人等の氏名.(名称）を「Aj , ｢B｣ , ｢C」等のように置き

換える。ただし，原文中「原告○○○○（以下「○○」 という。 ） 」のように

表記されている場合には，単に「原告A」 と表示する。

r
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団体については， 「銀行」 ， 「信用金庫」 ， 「商事」 ， 「協会」 ， 「労働組

合」等の種別を示す部分は原文のまま記載し， 当該団体を特定することになる

固有名詞を構成する部分を仮名処理する。

(2)地名

ア． 日本国内

都道府県及び市郡まで（東京都特別区は区まで）を記載し，それより小さ

い行政区画，地番等は符号で置き換えることとし，例えば「東京都千代田区

a町b番c号jと表示する。別紙目録等に記載されている住所，地名等につ

いても同様とする。

イ外国

日本国内の住所に準じて置換処理を行う。

(3)符号の付け方

原則として，記載順序に従い,A, B, C, ・ ･ ･ , Zのように，全角大文

字のアルファベットに置き換える。同一主体を示すものが再度記載されている

場合には，同一の符号を付ける。ただし，原文中に「A」 ， 「B」等の文字が

使用されているときは，混乱を避けるために符号を区別し， 当事者名等を「甲

r!

」 ， 「乙」 ， 「丙」等又は「a」 ， 「b」 ， 「c」等と表示する。

なお，原文中に記載されている個人又は団体の総数が26を超えるときは，

原告，被告，被告人，証人等の種別ごとに， ｢原告A1j , 「原告A2｣ ,

「被告B1｣ , 「被告B2」等のようにアルファベットと数字を組み合わせて

表示する。ただし，原告の表示を「原告A1｣ , 「原告A2」等と表示した場

合において，その他の当事者等の総数が25以下であるときは， 「被告B」 ，

「被告c」等のようにアルファベットのみで表示する（被告についても「被告

B1｣ , 「被告B2」等とする必要はない。 ） 。

例外

次の事例のように，実名等で表記しないと判決情報の価値がなくなるような場

多’
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合又はプライバシー保護の観点からは仮名処理の必要性が乏しい場合には，実名

で記載するかどうかを個別に検討する。

(1) 引用されている文献の著者名及び出版社名（文献の内容自体が裁判上の争点

となっている場合を除く。 ）

(2) 明白に歴史上の人物と認められる個人

(3) 元は個人名であるが，現在ではブランド名として一般に認められているもの

（例）シャネル

(4)著作物中の登場人物であることが明白である固有名詞（それ自体が裁判上の

争点となっている場合を除く。 ）
X
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(参考） 仮名処理の具体例

1 個人名

原告○○○○ →原告A

被告○○○○ →被告B

被告人○○○○ →被告人A

証人○○○○ →証人C

訴外○○○○ →訴外D

利害関係人△△商事こと○○○○→利害関係人F商事ことG

目撃者○○○○ →目撃者H

（注）

1 一方当事者が1人のときは原文において「原告」 ， 「被告人」等と表示さ

れているのが通例であるから，あえて「原告A」等と記載する必要はない。

2 「訴外○○○○（以下「○○j という。 ）は，単に「訴外A」 と表示し，

2度目以降の「○○」は， 「A」 と表示する。

2団体名

○○株式会社 →A株式会社

株式会社○○銀行 →株式会社B銀行

被告△△商事株式会社の代表取締役○○○○

→被告C商事株式会社の代表取締役D

○○県信用保証協会 →E協会

（注）

1 「株式会社○○銀行（以下「○○銀行」 という。 ） 」は， 「株式会社B銀

行」 と表示し， 2度目以降の「○○銀行jは， 「B銀行］ と表示する。

2 「△△信用金庫の労働組合（以下「労組」という。 .） 」は， 「F信用金庫

の労働組合（以下『労組」という。 ） 」と表示する。
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地名

東京都午代田区隼町4番2号

大阪市北区西天満二丁目1番10

愛媛県南宇和郡城辺町甲3887番地

0

3

→東京都千代田区a町b番c号

→大阪市d区ef丁目g番h号号

愛媛県南宇和郡i町j番地→

~γ
、

Q 公
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{裁判所の紹介）
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｛所長の紹介｝

掲載原稿作成上のポイント

最高裁判事の掲載事項については，一応以下の基準を設けていますので， これ

を参考に，所長（長官）の意向を確認しながら作成してください。

（1）裁判官任官等の前の経歴については，大学卒業と修習開始のみ記載し，任官

等後の異動は一応すべて掲載するが，兼務等は省略したりまとめたりするほか，

委員や外部団体等の役職は掲載しない。ただし，最終的には，本人の意向で基

準と異なる場合もあり得る。

（2） 写真については，本人の希望の物を掲載する。方向性としては，証明写真的

なものよりもできるだけ柔らかな表情等のものを掲載するようにしている。

（3） メッセージは趣味，信条などを就任記者会見の内容等を参考に作成して本人
蚕

の確認を経て掲載する。

、
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{所長の紹介｝

戸斤弓罠〈言罠言'宮）‐糸召プ1－

○○地裁所長○O○○

「略歴」
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｢メッセージ〕
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○○家裁所長はこちらをご覧ください。
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（13.11.1広印）

下級裁ホームページ掲載原稿作成等についての留意点

どのような情報を， どのように掲載するかは，各庁の判断で行っていただくこと

になりますが，原稿を作成する上では下記の一般的注意事項に留意してください。

また，従前の最高裁ホームページの「各地の裁判所からのお知らせ」での掲載記事

その他を基にして，別添のとおり，掲載が予想される主要な記事ごとに作成上のポ

イントをとりまとめましたので参考にしてください。

記

1 ホームページは，不特定多数に対する強力な情報提供手段であることを前提

にして，以下の点に留意する必要があります。

（1）提供する情報は，だれが見ても分かりやすい，誤解を生じさせない内容に

する工夫が必要です。極端な例を挙げれば小学生が見たときでもきちんと理

解できるように，専門用語の使用はできるだけ控える，短いセンテンスで簡

潔な表現を心掛ける，必要なことは十分に説明するなどに留意した記事とす

るよう心掛けてください。

（2）提供した情報が間違っていた場合，ある時点でそれに気づいて情報を修正

したとしても，修正する以前にその情報を見た人に対しては， こちらから訂

正ずる手段がない点に留意し，掲載前の情報のチェックを入念に行う必要が

あります。これまでも当然に行われていたことだと思いますが，ホームペー

ジは従来の方法とは比較にならないほど多数の人が， この誤った情報を見る

ことになってしまう点に十分に留意して作業してください。

2他のホームベージ等とのリンクについては，以下の点に留意してください。

（1）最高裁ホームページ上の記事へのリンクは， 自由に行って結構ですが，記

事によって･は，一定の時期の経過等で最高裁ホームページから消去すること

がありますので，注意してください｡

（2）他の庁の下級裁ホームページヘのリンクは，当該庁の了承を得た上で行っ

了

、
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、
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て差し支えありませんが， (1)と同様に， 当該記事が消去されることがある点

に注意してください。

(3)裁判所外のホームページヘのリンクは，相手方の承諾を得る必要があるこ

とはもちろんですが，ホームページの開設者や内容等が裁判所の公平・中立

性に疑念を生じさせるおそれがないかどうか慎重に検討する必要があります。

このリンクをしようと考える場合は， 当面の間最高裁に求意見してくださ

い。

(4)外部から各庁のホームページヘのリンクをはりたいとの要望が出された場

合には， リンク元のホームページの開設者，内容， リンクをはる目的等を確

認した上で，裁判所の公平・中立性に疑念を生じさせるおそれがないかどう

か，ホームページのセキュリティ上の問題がないかどうかといった点を慎重

に検討する必要があります。

なお， リンクを許可する場合，原則として各庁のトップページヘのリンク

のみとしてください。

おって， このリンクの許可については，当面の間，最高裁に求意見してく

丁！

ださい。

（5）各庁のホームページの中でも,･他のコーナーの記事を引用するような場合

は，閲覧者の見やすさの観点からすると， リンクをはるよう配慮することが

必要となります。

3 コーナーの内容によって，基本的に地裁だけしか記事のないもの（判決速報

や傍聴券交付情報など） ，あらかじめ地家裁別に掲載する予定のもの（所長の

紹介やアクセス情報の一部など） ，内容から当然に地家裁別とする必要のある

もの（書式例や手続案内など）がありますが，それ以外については，地家裁共

同の記事としても結構ですし，地家裁で別々の記事としても結構です。ただ，

地家裁別々（単測の記事の場合は，一般の閲覧者は地家裁共通の記事と理解

することもありますので，内容から当然にわかる場合など混乱を生じる可能性

屯
■
ｐ
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、
ノ
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の憩い場合を除いて， どちらの記事かを記事上でわかるように明記してくださ

い。

4ホームページの編集権限を付与する端末の設定については．搗って連絡し主編集権限を付与する端末の設定については，追って連絡しま

す。

『
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{アクセス情報｝

掲載原稿作成上のポイント

1 住所等

本庁や大規模支部等で庁ごとに異なる場合は地・家・簡裁についてきちんと区

別できるように掲載してください。特に郵便番号については，個別番号があって

庁ごとに異なる場合には，それぞれを明示する必要があります。

2電話番号等

本庁や大規模支部等で庁ごとに別番号がある場合は，地・家・簡裁についてき

ちんと区別できるように掲載してください。

FAX番号を掲載する場合は，一般書類の送付を前提にしていることから，原

則として総務課のものになると思われます。その場合，事件関係書類を送付しな

いようにとの注意書き等が必要になると思われます。

3経路，最寄り駅など

本庁で所在地が異なる場合は，地・家・簡裁別にきちんと説明を区別して掲載

してください。

また，対象は県外から来る人等も含めた一般の方だということを念頭においた

内容にするよう配慮する必要があると思われます。例えば，電車やバスの所要時

間（標準的な乗車時間は30分程度等)やダイヤ（昼間時間帯は15分ごととか

1時間に2本程度等） といった情報も掲載できればより親切な記事となると思わ

れます（ただし，ダイヤ改正等があった場合，記事の変更が必要となるので，そ

ういった点も考慮する必要があります。 ） 。

4 メッセージ

地家裁で一つの文章でも結構ですし，別々の文章を並べても結構ですが，いず

れにしても，最大でも･100字以内で簡潔なものとするよう配慮してください。

丁
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また，別々の文章の場合に地裁と家裁でメッセージの観点が異なるなど閲覧者に

違和感をもたれるようなことのないよう注意してください。

「庁舎の○○には××があります。 」 ， 「庁舎の○○から見える××は」など
〆

の記事を考える場合には，誰もが（ある程度自由に）それを見られる物（場

所）かどうかに注意する必要があります（例えば，和解室に飾ってあるとか法廷

の窓から見えるといった場合でも,一般人がそれを見ることができるとは言えな

いため適当ではないと思われます。 ） 。

家裁などでの窓口相談を念頭に置いて， 「家庭の問題で悩んでいる方は気軽に

おいでください。 」といった記事にする場合，法律相談や人生相談まで受け付け

るという誤解を生むことも懸念されるので，あくまで裁判所で行うのは手続相談

である点に配慮した表現にする必要があると思われます。

庁舎の新築・改修関係のものや地元の大きな行事（例えば，サッカーワールド

カップ）を題材とした記事の場合，一定の時期が来ればメッセージを更新する必

要があるため，担当者間の引継等をしっかりしていただく必要があることに注意

してください。

5周辺の案内図

これについては，地裁と家裁で独立した庁舎の場合でも，一つの案内図に両方

を掲載するようにしてください。

既存の地図等を利用する場合は，著作権上,利用が可能かどうかの検討をする

必要があります。

交通アクセスで引用した駅名や停留所名は必ず表示するほか， 目印となる建物

等（原則的には公共的なもの。道路上に既存の案内標識がある場合，それを表示

してもよい。 ）も必要な範囲で加えるなどの配慮は，ホームページを分かりやす

丁

軸
ノ
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いものにるためにす 有効なポイントです。

一守年一画
●一



6外観写真

地裁と家裁で独立庁舎の場合，地家裁別々の写真を2枚掲載しても結構ですし，

同一敷地等で1枚の写真で可能な場合， 1枚でも結構です。

一般的には正面からの外観写真でしょうが， メッセージの記事などで紹介した

内容（敷地内の木や像にポイントをおいたものや周囲の風景建物を取り入れたも

のなど）による写真とすることも一案かと思われます。ただ，来庁者への案内

（目印） という趣旨を考慮していただく必要があると思われます（庁舎内部や敷

地内の隠れた物等を紹介するコーナーではない点に注意してください。 ） 。

7庁舎内の案内図

地家裁独立庁舎の場合，それぞれどちらの庁舎のことかわかるように表示して

丁
へ

ください。

平面図等を掲載する場合は，庁舎管理上の問題に配慮したものとする必要があ

ります。また，階ごとの平面図を掲載する場合は，ユーザーの見やすさを考慮し

て各階ごとに「▲」を使用した折り込み構造としてください。

なお，エレベーターなどで表示しているような， どの階にどの部屋（法廷）が

あるかという一覧表をここに掲載しても差し支えありませんし，平面図と一覧表

の両者を掲載することも差し支えありません。何をどういった形で掲載するかは

各庁の規模その他に応じて検討していただければ結構です。
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{アクセス情報｝

○○○士也方F ‐家屋垂圭交半U豆斤

○○地方裁判所，○○家庭裁判所，○○簡易裁判所
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住所等 地裁〒111－1111 ○○○市××町11－55 （○○簡裁も同じで

す｡）

家裁〒111－1112 同上

電話番号等 地裁0000-11-2222 (FAXOOOO-11-2223)

家裁0000-11-2233 (FAXOOOO-11-2223)

経路・最寄り

駅など

JR○○○駅北口から□ロ行きバス（昼間は20分おき程度です｡）乗車◎

◎停留所下車（乗車時間15分程度） 徒歩5分
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{裁判所の紹介｝

掲載原稿作成上のポイント

~

1 組織について

最高裁で一般的な組織については掲載します（基本的には，現在のホームペー

ジの「裁判所の組織」のコーナーの内容を維持しますが，データブック2001

の内容等を参考に多少の改訂を予定しています。 ） 。

掲載する記事としては，各庁の組織を簡単に紹介する程度の内容をイメージし

ています。

2統計情報について

最高裁ホームページでは，司法統計年報（平成11年以降，将来的には過去1

0年分に拡大の予定です。 ）のすべての表と司法統計月報（過去2年分）を掲載

するほか，データブック2001掲載のデータの一部なども掲載する予定です。

各庁で掲載するものは, SSDBSで把握可能な数値等から，各庁の判断で選

択していただければ結構です。情報公開その他の観点から，できるだけ多くのデ

ータを掲載すべきという観点と適切に公開しないと無用な混乱等を生じるおそれ

があるという点との兼ね合いも考慮する事が必要です。そのため，以下のような

丁
、

点にも注意してください。
１
△
〃

イ
、
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(1)掲載するのは自庁のデータに限ること （高裁が管内各庁の同じデータをまと

めて紹介する場合についても，管内各庁のデータについては，各庁が掲載して

いるデータにリンクをはる形式で対応していただきたい。 ） 。

(2)データが概数等変動の可能性がある場合には， きちんと注意書きをする必要

がありますし，その後に確定した段階での個別の確認を求められることも予想

されるので，準備が必要です。また，外部の閲覧者からすると，裁判所が積極

的に不特定多数にデータを提供しているものという理解になりますし，不特定



多数が見ている（可能性がある。 ）わけですから，データ内容の修正をする場

合には，従前のように照会があった一部の相手に回答するだけであれば，その

相手だけに説明して訂正すれば済むのと違い，誤ったデータを見た人全員に告

知することは不可能となります。また，修正の理由その他を詳細に説明できる

ように準備をしておく必要があると思われます。

(3)掲載したデータについては，その数字の見方の説明を求められたり，過去に

さかのぼったデータの提供を求められることも予想されるので，そういった点

に対応できるようあらかじめ内部で検討した上で，掲載するデータを決める必

要があります。

(4)将来的なことですが，一度公開し始めたデータについて途中で取り止める場

合は，閲覧者からその理由等の説明を求められることが予想されるので，何ら

かの理由で係属した掲載ができなくなる場合は，説明できるだけの準備をして

おく必要があります。

(5)執行官事務月報(C表）の執行官の収入及び支出に関する統計数字を掲載す

る場合には， 「裁判統計報告書記入要領(P66, 67) 」を参考に，執行官個人

のデータを直接提供するものでないに留意して掲載するようにしてください。

r
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｛法廷担当一覧）

掲載原稿作成上のポイント

1 これは，あくまで法廷担当一覧表であり，開廷予定曜日，予定法廷(場所)や

担当裁判官名がわかる程度のものというイメージであり，実際の開廷期日の予定

を掲載するものではありません。

2公開の法廷の担当一覧であり，和解期日とか調停期日のものまでも載せるもの

ではありません。したがって，基本的には高裁と地裁の情報となります。

3注意事項の例文
r

具体的には，各庁で掲載する情報その他によって，内容を御検討ください。

「ここに掲載しているのは，一般的に各担当部係ごとに予定している開廷予定

曜日とその場所（法廷）及び担当裁判官名です。そのときの事情等によって，法

廷が開かれないことや担当裁判官が変更になることがあります。したがって，実

際に傍聴等を考えておられる場合は，傍聴希望日の前日に当庁総務課（支部や簡

裁の事件については各庁の庶務課）に照会していただければ，事件の有無等をお

知らせすることができます。また，当事者の方が個別の事件についての開廷予定

等を照会したい場合は，各事件の担当書記官にお問い合わせください。 」
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{法廷担当一覧）

(注意事項）

法交至主旦当一覧

● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 、 ■

▼本庁

γ
、

▼○○支部

ｒ
、
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▼△△支部

｢上へ」

｢下級裁ホームへ」 ・ 「HOME」
吋

タ

部 係 名 法 廷 開廷予定曜日 担当裁判官名 備 考

民事第1部合議係 301法廷 毎週月曜 ○○○○，○○○○，

○○○○各裁判官

民事第1部1係． 302法廷 毎週火．木曜 ○○○○裁判官

I

部 係 名 法 廷 開廷予定曜日 担当裁判官名 備 考

民事部合議係 1法廷 毎週月曜 ○○○○，○○○○，

○○○○各裁判官

民事部1係 2法廷 毎週火．木曜 ○○○○裁判官



｛手続案内｝

掲載原稿作成上のポイント

1 最高裁ホームページで掲載する記事を前提に，例えば申立時の提出書類一覧や

郵券など各庁独自の取扱い等を盛り込んで， もっと詳しい内容を掲載するという

イメージのコーナーです。基本的には，最高裁ホームページの「手続案内」コー

ナーにリンクを張った上で，それ以上の詳しい部分の記事を作ってもらえば結構

ですが，最高裁ホームページに掲載されている事項を含める形で，改めて各庁独

自に記事を作成して結構です。

2項目部分についても，各庁で掲載する記事に従って作成できまず。

3 管内の裁判所ごとに取扱いが違う場合は，現場でのトラブルの元になるので，

どの裁判所での取扱いか（他の裁判所では取扱いが違うことも）が一目でわかる

ような表示をする必要があります。

4 1ページ目の冒頭のコメントは例示ですので，各庁の記事内容に応じて注意事

項等を交えたものを作成してください。

また， 1ページ目に掲載している項目も例示ですので，各庁で掲載する内容に

よって付け方を検討してください。
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{手続案内｝

弓三続案屏寸

（お知らせ）

基本的な裁判手続については，最高裁判所ホームページの「裁判手続案庖」のコーナ
ださい。

こちらのコーナーでは， 当裁判所における具体的な手続についての説明をしています。

のコーナ をご覧くー

ご覧になりたい事項を選んで， クリックしてください。

民事訴訟事件について

訴状の提出について

１
１
２

第

答弁書の提出について
●

破産事件について
●

丁套2
、

＄

強制執行事件について第3

●
●

｢下級裁ホームへ」 ・ 「HOME」

ｒ
Ｌ
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{手続案内）

弓三続案Fﾅ勺

訴状の提出について1
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｛書式例｝

掲載原稿作成上のポイント

1 最高裁ホームページで掲載する書式を参考に，各庁独自で用意している書式を

掲載していただくイメージのコーナーです。基本的には，最高裁ホームページの

「書式例」コーナーにリンクをはった上で，それ以外に可能な範囲で書式を掲載

してもらえば結構です。

2最高裁で掲載している書式についても，各庁で更に工夫した書式を掲載するこ

とは差し支えありませんし，最高裁で掲載しているものと同じものを改めて掲載

しても結構です。ただし，各庁独自の様式以外は受け付けないなどの取扱いはで

きないので注意してください（注意書きにそういった記載をすることも適当では

ありません。 ） 。

3管内の裁判所ごとに異なる書式を用意している場合などは，現場でのトラブル

の元になるので， どの裁判所での書式か（他の裁判所では書式が違うことも）が

一目でわかるような表示をする必要があります （その場合も， 2と同様に取り

扱いを拒否することはできないので，表現としては， 「 （この書式を）できるだ

け御利用ください。 」 といった形式にするなどの配慮が必要です。 ） 。

4刑事関係の書式で，最高裁が通達等で定めた書式（裁判用診断書を含む。 ）を

掲載しようとする場合は， 当面の間，最高裁に求意見してください。
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{書式例｝

表姥半U豆斤Iご提f士1－すーる書三造r惨U集

（お知らせ）

基本的な書式については，最高裁判所ホームページの

をご覧ください。

こちらのコーナーでは，当裁判所において個別に用意’
ご覧になりたい事項を選んで， クリックしてください。

当裁判所において個別に用意し

｢裁判所に提出する書式例集」のコー」 ナー

ている書式例を御紹介しています。

執行文付与申請書について１
２ 和解調書送達照明申請について

。
●
の
●
●
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{書式例｝

表廷半珊豆斤（ご提f士}－す－る署壽王障軋伊U集
も

1執行文付与申請書について

執行文付与申請書

私は， 平成13年． ・ ・ ・ ， ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 ． ． ． ． 、 ． ， ． ， ． ． ， ． ． ． ． ． ． ．

■ ● ■ ● ● ● ● ● 0 0 ｡ 0 ● ● ● D D O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ C D ● ● 8 ● O p ● ● ● ● ● ら

● ｡ ● ● 争 ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ■ ● ● ● ● ●

□

了 、

1

書式をダウンロードしたい方はこちらをクリックしてください。
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｛お知らせコーナー｝

掲載原稿作成上のポイント

1 見学・傍聴関係

（1） 「見学実施日は○月○日と前後数日。事前に見学先裁判所に電話連絡をお願

いします。 」 といった記事では実施日が不明なので， きちんと明記するか，具

体的日程等を記載できない（又は，相手の要望に応じて調整する）のであれば，

「事前に御相談ください。 」 といった記事にすべきです。

(2) 見学内容として「ビデオをご覧になれます。法廷で傍聴することができま

す。 」という表現は不正確であり， 「ご覧いただきます。傍聴していただきま

す。 」 という形で，予定を説明するような記載方法とするべきです。

(3) 「傍聴は自由です｡､ただし， 10人以上の団体で傍聴されるときは，誘導等

の受け入れ準備をする都合もありますから，事前に広報係まで傍聴の申込みを

してください。 Jといった記事では， 「自由｣なのにどうして「申込み」が必

要なのかが理解してもらえません。例えば，学校団体の傍聴について，適当な

事件の選定をするために必要というのであれば，その理由をきちんと明記する

必要があります。

(4) 「定員はありませんが，傍聴席は○○席となっています。 」 といった表現も

．○○席以上は「立ち見」なのかとか疑問の残る表現なので不相当です。傍聴が

行事の一つに組み込まれていてそれ以上は入れないのであれば， 「定員」 とす

べきですし，例えば「傍聴」は無理でも一般の見学や説明など同時開催の他の

行事には参加できるという趣旨ならば，そのような表現にする必要があります。

(5) 「申込み ・ ・ ・ ・総務課で受け付けます（電話可） 。 」 といった表現は

電話以外にどういった申込が可能かわからない不相当な表現です。申込み手段

をきちんと「電話又は郵便で」などと説明した上で，郵送の場合には記載事項

や宛先等についても明記する必要があります。

(6) (3)と関連しますが，団体傍聴受付の記事中で， 「 （注意事項）①民事裁判や

刑事裁判は，個人で自由に傍聴できますが，事件の内容によっては傍聴できな

~『
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い場合があります。②傍聴する裁判の選定については，当裁判所に一任してく

・ださい。 ・ ・ ・」といった表現をすると，①の「自由」と②の「裁判所に一

任」 との関係が不明確となってしまい不相当です。誤解を生じる可能性がある

ので， まず，②自体は団体傍聴の関係として本文の注釈という形で標記し，①

は参考として一般的なことを書いているということがわかるような標記にする

必要があります。

（7） 「駐車場には限りがありますので，車での御来場は御遠慮ください。 」 との

記事は， 「限りがあるjと「遠慮」という表現の関係が， 「一般的に控えてほ

しいjと理解されて「自分くらいは」 といった行動に結びつく可能性があるほ

か，場合によっては， 「職員等を優先するのか」 といった誤解に結びつく可能

性もあるため不相当です。そのため，前置きなしに「御遠慮ください。 」 とす

るか， 「できるだけ」 とか「 （事件関係の来庁者を優先するので）見学等で来

庁する場合は」 という言葉を挿入する方がよいと思われます。

2手続相談

「○○（地）家裁職員による家事及び少年問題の無料相談」といった記事では，

弁護士以外は法律相談はできないということに抵触すると理解されるので， 「手

続相談」 とする必要があるほか，具体的内容に踏み込めないといった注意事項も

付記する必要があります。

3 ビデオ貸出

（1）貸出対象について，学校等特定の団体に限るとか，使用目的に制約があるの

かといった照会に対応できるように事前に検討を済ませた上で，必要な範囲で

記事にも掲載する必要があります。

（2） 申込方法や申込時期などについて，単に「総務課にお申込みください。 」 と

いった表記ではなく，一般に理解しやすいようにある程度の内容をきちんと明

記しておく必要があります。

（3） 最高裁から配布しているビデオの中には，刑事局監修の「日本の裁判手続」

のように一般の視聴を目的としていない物もあるので，別添の掲載例に示した
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ビデオ以外（将来的に，一般広報用として配布するものは除く。 ）の記事を掲

載したい場合は，最高裁に求意見してください。

4講師派遣

「 （憲法週間の行事として実施します。 ）学校，公民館又は婦人会など，団体

からの申し出により，法律に関する一般的問題を解説するため，講師を派遣し

ます。なお，受付期間は， 5月末日までです。申込数， 日程等によっては，す

べてに応じられないことがあります。 」 といった記事では，まず，派遣可能時

期が不明で憲法週間期間に限られるのか, ､その期間に申し込めばいいのか等の

疑問が残ります。また， どんな目的や趣旨でも講師派遣するものではないこと

を閲覧者にあらかじめ理解してもらうために，予定している対象や内容をでき

るだけ具体的に記載するほか，例えば， 「公平・中立性が求められる裁判所の

性質から派遣できない場合があります。 」 といった注意書きも併せて記載する

ようにしてください．

5通訳人候補者の募集関係

（1） 「法廷通訳人」という用語は用いないでください。こうした用語を用いるこ

とは，法廷通訳人という職業や資格があるとの誤解や裁判所の職員になること

という誤解をもたれるおそれがあります。

（2）通訳人は，個別の事件ごとに裁判所によって選任されて通訳人という立場に

なるものであって，それまでは，将来通訳人になる可能性のある人, ．すなわち，

通訳人候補者として把握しているものである点を理解してもらえる内容として

ください。

（3）通訳人候補者となるためには，住所地を管轄する地方裁判所に申し出てもら

い，面接及び説明を受ける必要があることも記載してください。

（4） 当分の間， この関係の記事を掲載する場合は，最高裁に求意見してください。

6 その他一般

・各記事について，閲覧者からの照会等が予想されるので，各記事中に問い合わ

せ先の電話番号や部署名等を可能な範囲で記載する必要があります。
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なお．この点は，他のコーナーの記事でも照会が予想される内容の場合は，同

様に照会先を記載するようにしてください。
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（ビデオ貸出案内の例）

当裁判所では，広く国民の皆様に裁判所のしくみや各種の手続を知っていただ

くために，下記のとおりビデオテープの視聴及び貸出を行っています。費用は必

要ありませんので，皆様の積極的な御利用をお待ちしております。

記

1 ビデオテープの種類

（1）私たちの裁判所

内容裁判所に見学に来た中学生に， レポーターが裁判所の構成,種類，取

り扱う事件等を法廷シーンも含めたドラマを交えながら解説するもので

す。 ‘

． ・時間約30分

(2) みんな知ってる？一裁判のしくみ－

内容社会生活における法の重要性や裁判所の働きなどをわかりやすく説明

したものです。一部にアニメーションも取り入れているほか，具体的な

事例を通じて民事裁判と刑事裁判の概要をドラマ仕立ての法廷シーンも

加えて説明しており，実際の法廷の雰囲気を知ることもできます。

、 時間約16分

(3)少額訴訟ってどんなもの？

・内容自動車同士の物損事故を例にして，事件の発生から判決言渡しまでの

流れを映像化したものです。

時間約19分

(4)簡易裁判所の調停と訴訟

内容簡易裁判所における調停手続と民事訴訟手続について簡単に解説した

ものです。

時間約11分

(5) 家事事件手続案内一家庭内親族間の問題で家庭裁判所を利用するために－

内容家庭裁判所における，家事相談，事件の申立て，調停，審判などの手
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続を分かりやすく説明したものです。

時間約16分

最高裁判所のしくみと働き

内容三権分立における司法の役割，最高裁判所裁判官の組織，国民審査，

違憲審査権といった基本的な内容を簡潔に解説したものです。

時間約15分

司法制度と最高裁判所

内容最高裁判所の役割や機能などを中心に説明し，三権分立や三審制及び

(6)

(7)

裁判所の機構などを説明したものです。

了 時間約25分
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{お知らせコーナー｝

。巷矢口ら＝せ＝－づ一一

夏休み模擬裁判体験会のお知らせ１
２
３
成年後見制度説明会

Q○地裁職員の活動の様子
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{お知らせコーナー｝

ホラ矢口ら一計全一＝－づー一

1夏休み模擬裁判体験会のお知らせ
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｛判決速報｝

掲載原稿作成上のポイント

1 各庁において，先例性のあるもの等掲載基準を決めていただき，仮名処理等を

行った上で掲載してください。

2 ここに掲載するのは，民事訴訟又は刑事訴訟の判決であり，家事・少年事件等

の非公開手続の決定等やマスコミ用に作成した要旨・骨子等を掲載することは予

定していません。

3掲載する判決についての掲載期間や掲載量については，例えば， 「言い渡し後

○か月以内」や「最大○件」などのように一定の基準左詔け扇予声下司-殖子のなどのように一定の基準を設ける予定ですが，その
丁
、

基準については追ってお知らせします。

、

､

Ｐ

ｒ
１
ノ
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{判決速報｝

ヨ三 墓喜 半Ⅱ 決言 う宝幸長

｢お知らせ」

このコーナーは， 当裁判所で出された判決等のうち，先例的に重要と思われるものを掲載
したものです。

本コーナーに掲載した判決は，一定の時期がくれば削除されます。ただ，本コーナーから
削除された後も，最高裁ホームページの「下級裁主要判決情報」コーナーで検索して見るこ
とができます。

事件番号の部分の記号は， 「(p)｣が地裁の民事第一審事件， 「㈲｣が地裁の刑事第一審事件，
． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・です。
● ● ● . ● ● や ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0 ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● Q ● 0 ■ ● ● ● ● ■

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 句 ◆ ● ● ● ● ● ○ ●

丁
、

● ● ● ● ● ● ● ● ●

｢判決の目次はこちら」

｢下級裁ホームへ」 ｢HOMEj

℃
ず
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、
Ｌ
〃
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{判決速報）

主墓喜 半U 決ご う室幸艮

O○年○月○日 ○○蝋方裁半IIF Q年#刃第○○○号 ○OOOO事仏

平成○○年○月○日 ○○地裁○○支部 平成○年(ﾜ)第○○○号 O○○○○事件

～

I､

~

｢下級裁ホームへ」 ｢HOME｣ ｢戻る」●

、

‐

ｊ
ｒ
ｌ
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{判決速報｝

主→ 蔓喜 半Ⅱ 決言 ヨ童幸長

判決 平成○○年○月○日 ○○地方裁判所平成○年#蝋○○○号 ○○○○○事件

(判決内容）

了
、

｢HOMEj ･ ｢戻る」
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｛採用試験情報｝

掲載原稿作成上のポイント

1 原則的には，基本情報は最高裁HP上の『採用試験情報」にリンクをはって利

用してもらい，各庁で実施する試験の個別の情報等（正規試験の願書配布や試験

会場等に関する情報及び選考試験の公募情報等）のみを掲載していただくことを

念頭に置いたコーナーです。

2執行官採用選考試験に関する情報についても， これまで各庁で作成していたポ

スター等を参考に作成した記事を掲載していただいて結構です。

3先輩等からのメッセージという形式で受験者向けの記事を掲載することも可能

ですが， この点については，当該職員のプライバシー等様々な問題点も考えられ

るので，追って，最高裁から指針等を示すまで，記事の掲載は見合わせてくださ

丁

い。

ｒ
ｋ
ノ
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急

{採用試験情報｝

訓采月弓試験』晴幸長

最新の採用試験情報

事務官採用1 ．Ⅱ種試験の第1次試験について
１
１
２
３
２
１
２

第
第
事務官採用Ⅲ種試験の願書配布について

電話交換手採用選考試験の実施について
● ● C O ● O

● ● ● ● ● ● ● ●

丁
、

＝

採用試験についての基礎的な情報は，最高最高裁ホームページの‘ ｢採用試験ガイド」 ナー をのニュー

ご覧ください。

｢HOME」

ウタ

ｒ
、
ノ

グ



{採用試験情報｝

最尭斤α〕採月弓試験』i青幸長

事務官採用1 ．Ⅱ種試験の第1次試験について

○○市を試験地として行う上記の試験は，○○大学××校舎において実施します。
午前9時までに××校舎の正門横の受付にて受験票を提示して手続を済ませてください。

1

● ● b ● ● 0 ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● 0

(地図）
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｛傍聴券交付｝

掲載原稿作成上のポイント

1傍聴券交付を予定している事件について，その日時・集合場所等を希望者に正

確に理解してもらうために必要事項を掲載していただくイメージです。

2ホームページでの公開という点に配慮し，被告人その他の当事者名の掲載はし

ない扱いとしてください。また，新聞等で出されている通称事件名等を掲載する

ことも，相当ではありません。

3注意書きの例

「ここには，現時点における傍聴券を交付する予定の事件のお知らせを掲載し

ています。したがって，裁判所や当事者の都合その他の事情によって，期日が変

更又は取消になることもありますので，あらかじめ御了承ください（変更や取消

等が判明した時点で， 当コーナーの記事も変更します。 ） 。

なお，集合締切時刻までに来ていただければ，抽選に加わっていただけますの

等が判明した時点で， 当コーナーの記事も変更します。 ） 。

なお，集合締切時刻までに来ていただければ，抽選に加力

丁
、

で，早い時間等から並んでいただく必要は全くありません。 」
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｛傍聴券交付｝

／傍耳恵券カミム暦､臺喜尤彙弓罫ｲ牛ワつ子-定に二-一つし、-て

（注意事項等）

○○○○○○○・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、原′

〃

I

ｒ
Ｌ
ノ

｢下級裁ホームへ」 ．.｢HOME」

9、

2

､

裁判所名 期 日 事件番号 事
｡

件名 集合場所

等

集合締切

時間

備 考

○○地方

裁判所刑

事一部

Ｑ
Ｊ

平成13年

6月24日

午前10時

平成13年㈱

第○○○○号

殺人被告

事件

○○地方

裁判所

南門前

午前9時

30分

傍聴券は○

枚の予定で

す◎

当日は集合

締切時間ま

でに集合場

所に並んだ

傍聴希望者

が○人を超

えたときは

抽選を行い

ます◎

○○地方

裁判所×

×支部

● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ●



{ADR案内｝

掲載原稿作成上のポイント

1 ADR情報の掲載ないしADRのホームページヘのリンクについては，外部団

体からのパンフレットの備置き依頼やポスターの掲示依頼に対する対応と同様の

検討を行うことが必要です。 o

2 ADRのホームページヘのリンクをはることが相当と考える場合には，必ず開

設者等の了承を得た上で行ってください。

丁

壬



{ADR案内｝

<表廷半u戸斤夕1-の糸分争書角隼決杉奨雇ヨ）ADR ゐ案〆可

弁護士会の調停斡旋センターについて1

労働委員会の相談センター2

芝
｢HOME」｢下級裁ホームへ」 ●

要



{ADR案内｝

~ADR <裁半U戸斤夕卜α>諺ｼ･争蜀角軍決ご機関〕 の案内

1弁護士会の調停斡旋センターについて
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(ポスター又は写真）
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γ
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(ポスターや写真等は入力内容として提供した物を貼付する｡）
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（13,11.1広印）

下級裁ホームページ掲載原稿提出等についての留意点

掲載記事原稿提出方法については，下記のとおりとします。

記

1 原稿の送付期限は12月4日 （火）必着とする（判決速報コーナーのデータは，

平成14年2月に各庁からデータ投入することとなるので，送付する必要はな

い。 ） 。

ただし，原稿送付の単位は各コーナー単位とし，できるだけ，できたコーナー

ごとに順次送付するものとする。

2作成した原稿は以下の形式で送付するものとする。

（1）文書についてはテキストファイルデータとして送付する。ただし，一部のコ

ーナー等についてはヱクセル95型式の入力様式を作成したので，その記事に

ついては，必ず同様式に必要事項を入力して作成したものを送付する（様式等

については添付しています） 。

（2） 写真イラスト，地図等は電子データとして送付しても，プリントあるいは

印刷物自体を送付しても差し支えない。

なお，電子データの型式はJPEG形式を原則とするが，不都合がある場合

には別途広報課と協議する。

(3)送付する場合は，以下のとおり当該送付物の作成庁や掲載場所等を業者が容

易に識別できるように配慮する。

ア電子データの場合， 当該ファイルのファイル名に，庁名並びにコーナー名

及び項目名等を簡潔に記載する（庁名等の略号は別添のとおり） 。

イ写真や印刷物等を郵送する場合は，各物自体の裏面等に庁名並びにコーナ

ー名及び項目名等を簡潔に記載する（庁名等の略号は別添のとおり） 。

(4) 以下の場合には，できるだけ各庁で考えた記事どおりに掲載できるようにし

たいので，データ等だけでなく，各庁で作成したレイアウト案等を印刷したも

フ

ｒ
１
ノ



･の（色を示したい場合は，カラープリントを）を合わせて郵送する。

ア (1)によりテキストデータとして作成した文書（一太郎等で作成したものを

変換した場合はテキストデータ化したもの）

なお， リンクをはる場合は，テキストデータ上では判別できないので，プ

リントしたものに， リンクをはる場所とリンク先が特定できるようにメモ書

きを加えて送付する。

イ 「裁判所の紹介」 ， 「手続案内」 ， 「書式例」 ， 「お知らせコーナー」 ，

「ADR案内」の各コーナー（その他のコーナーは基本的に定型書式等での

掲載を予定しているため）で，原稿上で字体，文字飾りその他の工夫をした

場合

ウ 「裁判所の紹介」 ， 「お知らせコーナー」 , ｢ADR案内」の各コーナー

で，文書に写真， イラスト等を交えた記事を作成した場合で，その配置等に

ついて希望がある場合

エ 「裁判所の紹介」 ， 「手続案内」 ， 「書式例」 ， 「お知らせコーナー」 ，

「ADR案内Jの各コーナーで複数の項目の掲載記事を作成した場合

この場合には，その区分方法や掲載順序を把握するため，各コーナーの

第一画面である目次ページのレイアウト案を作成して送付する。

送付方法は，原則として広報課広報係あての郵送によるものとする。

’ 電磁データについては，各庁においてフロッピィーディスク等に投入したも

のを送付する。この場合， フロッピィー自体に庁名と投入されているデータ内

容を簡単に記入する。

丁

3ｒ
心
ノ

(1)

(2)データ容量が1メガバイト未満のデータの場合， 11月27日までであれば，

事前に担当者（広報課広報係長の荒谷智-(Aratani,Tomoichi) )あてに連絡

して時間調整等をした上で，電子メールにより送付することも可能である。



1庁名等の略号

1 庁名

（1） 地裁及び家裁は，各庁名の所在地を示す部分とする。

例・ ・ ・横浜地（家）裁は「横浜」

(2) 高裁は，各庁名の所在地を示す部分の頭文字に「高」を付けたものとする。

例・ ・ ・東京高裁は「東高」

コーナー名

アクセス情報・ ・ ・ 「アクセス」

裁判所の紹介・ ・ ・ 「紹介」

所長（長官）の紹介・ ・ ・ 「所長等」

法廷担当一覧・ ・ ・ 「法廷」

手続案内・ ・ ・ 「手続」

書式例・ ・ ・ 「書式」

お知らせコーナー・ ・ ・ 「お知らせ」

主要判決速報・ ・ ・ 「判決」

採用試験情報・ ・ ・ 『試験」

傍聴券交付情報・ ・ ・ 「傍聴券」

ADR案内・ ･ ･ ｢ADR」

各コーナー内の項目名は，適宜，簡潔た特定できるものを付ける。

2

丁，

ｒ
、
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(13.11.1広印）

下級裁ホームページ掲載原稿入力用フォームについて

以下の3種類を添付しています。

下級裁ホームページ入カフオームー式(EXcel95ファイル）

入力フォーム項目との対照用ホームページ表示画面見本一式(htlnlファイル）

１
２
３ タベース登録用デ ﾀ入力参考資料(Excel95ファイル）デ－ 一

I〉

1

蚤．

、


